
❸
計
画
の
位
置
づ
け

　

本
行
動
計
画
は
、
次
世
代
育
成
支
援
対

策
推
進
法
第
８
条
第
１
項
に
基
づ
き
、
地

域
の
ニ
ー
ズ
な
ど
を
考
え
な
が
ら
、
す
べ

て
の
子
育
て
家
庭
と
子
ど
も
た
ち
を
対
象

に
、
本
町
が
こ
れ
か
ら
進
め
て
い
く
次
世

代
育
成
支
援
対
策
の
目
標
や
方
向
性
を
示

し
た
も
の
で
す
。

【
参
考
】

　

次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
（
抜
粋
）

〈
次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
〉

第
８
条
第
１
項

　

市
町
村
は
、
行
動
計
画
策
定
指
針
に
即

し
て
、
五
年
ご
と
に
、
当
該
市
町
村
の
事

務
及
び
事
業
に
関
し
、
五
年
を
一
期
と
し

て
、
地
域
に
お
け
る
子
育
て
の
支
援
、
母

性
並
び
に
乳
児
及
び
幼
児
の
健
康
の
確
保

及
び
増
進
、
子
ど
も
の
心
身
の
健
や
か
な

成
長
に
資
す
る
教
育
環
境
の
整
備
、
子
ど

も
を
育
成
す
る
家
庭
に
適
し
た
良
質
な
住

宅
及
び
良
好
な
居
住
環
境
の
確
保
、
職
業

生
活
と
家
庭
生
活
と
の
両
立
の
推
進
そ
の

他
の
次
世
代
育
成
支
援
対
策
の
実
施
に
関

す
る
計
画
（
以
下
「
市
町
村
行
動
計
画
」

と
い
う
。）
を
策
定
す
る
も
の
と
す
る
。

❹
計
画
の
期
間

　

当
計
画
は
、
平
成
22
年
度
を
初
年
度
と

し
、
平
成
26
年
度
を
目
標
年
次
と
す
る
５

年
間
の
計
画
で
す
。

　

な
お
、
社
会
・
経
済
情
勢
の
変
化
や
、

本
町
の
子
ど
も
と
子
育
て
家
庭
を
取
り
巻

く
状
況
や
保
育
ニ
ー
ズ
の
変
化
に
合
わ

せ
、
必
要
に
応
じ
て
見
直
し
を
行
い
ま
す
。

❺
計
画
の
策
定
体
制

　

本
計
画
の
策
定
に
あ
た
っ
て
は
、
児
童
福
祉
関
係
者
、
教
育
関
係
者
、
行
政
機
関
関

係
者
な
ど
で
構
成
さ
れ
る
「
桂
川
町
次
世
代
育
成
支
援
対
策
行
動
計
画
策
定
委
員
会
」

に
お
い
て
協
議
を
行
い
ま
し
た
。

桂川町次世代育成支援対策行動計画策定委員会（全７回）

・計画内容について協議・承認をいただく場
・計画内容の決定機関

現状分析
・基礎統計データなどの資料分析
・桂川町子育てに関するアンケート調査（※１）

(12 歳未満の子どもがいる全世帯対象）
・既存計画などの文献調査

現状・課題の抽出

事務局（健康福祉課）
保育サービスニーズ量や施策の方向性について

各関係課・係を中心に協議・調整

意見具申計画原案などの提案

※　　　　   は、住民参加による策定プロセスを示す。
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